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☆災害救済給付制度について 

「災害共済給付制度」とは、皆さんが学校での生活・活動の中でけがなどをした際、独立 

行政法人日本スポーツ振興センターから給付金が支払われる制度です。負傷・疾病では、 

原則初診から治癒までの間の医療費総額が 5,000 円以上（健康保険証を使った際の本人負 

担分が 1,500 円以上）の場合に給付対象となります。なお、申請の際には受診した医療機 

関で受けた証明が必要です。 

 

☆出席停止について 

インフルエンザ等の感染症にかかった場合は出席停止になります。学校に連絡し、自宅で休養してくださ

い。登校後は 1 週間以内に「感染症による出席停止の届」を学校に提出してください。なお、必ず受診が確

認できる書類（検査結果・領収証・処方された薬の袋等）を添付する必要がありますので、捨てないように

してください。また、出席停止になる病気や出席停止期間が不明な場合は保健室までお知らせください。 

 

【4月の保健行事】  

4月 13日（木） 内科検診【1年前半（1組～5組）】  

4月 14日（金） 身体計測【全学年】  

4月 18日（火） 尿検査 1次【全学年】  

4月 19日（水） 尿検査 1次【全学年】  

結核検診【1年生】  

4月 20日（木） 内科検診【1年後半（6組～9組）】  

4月 21日（金） 内科検診【2年前半（1組～5組）】  

4月 26日（水） 心電図検査【1年生】  

4月 27日（木） 内科検診【2年後半（6組～9組）】  


